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心
に
、
企
業
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
等
、
市
内
企

業
の
活
動
を
支
援
し
、
企
業
誘
致
の
推
進
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
成
果
は
、
市
外
へ

の
企
業
移
転
の
抑
制
等
、
一
定
の
成
果
が
あ

が
っ
て
い
る
。
今
後
、
対
策
強
化
の
た
め
に

土
地
情
報
を
提
供
で
き
る
新
た
な
制
度
を
創

設
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
外
部
の
専
門
員

を
加
え
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
実
効
性
等

も
含
め
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

６
年
頃
か
ら
随
時
実
施
し
て
い
る
。
子
ど
も

た
ち
に
は
、
男
女
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
現
状

が
あ
り
、
そ
れ
が
、
競
い
合
い
と
い
う
形
で

入
っ
て
き
た
と
認
識
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
は
、
一
切
の
性
差
の
解
消
を
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
男
女
が
互
い
に

違
い
を
認
め
合
い
、
互
い
の
生
き
方
を
尊
重

し
な
が
ら
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て

の
認
識
を
深
め
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一 般 会 計 補 正 予 算 を 可 決
　平成 21 年第８回定例会を 12 月８日から 17日までの 10日間の会期で開催しました。
　この定例会では、市長から提出された平成 21 年度一般会計の補正予算をはじめ、「茨
木市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について」など、22 件の議案を原
案どおり可決しました。
　また、議員から提出された意見書４件のうち３件を原案どおり可決しました。

12月定例会

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
は
、

男
性
と
女
性
の
身
体
的
、
精
神
的
な
違
い
を

認
識
し
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
男
ら
し
さ
や

女
ら
し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が

前
提
と
考
え
る
が
、
現
在
の
教
育
現
場
を
見

る
と
違
和
感
を
感
じ
る
。
男
性
と
女
性
の
区

別
は
必
要
と
考
え
る
が
、
現
在
行
わ
れ
て
い

る
男
女
混
合
徒
競
走
や
騎
馬
戦
の
取
り
組
み

に
至
っ
た
経
緯
と
目
的
等
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

男
女
混
合
徒
競
走
や
騎
馬
戦
は
、
各

学
校
園
の
地
域
の
状
況
や
子
ど
も
の
発
達
状

況
等
を
含
め
、
各
学
校
園
で
判
断
し
、
平
成

答 問

企
業
誘
致
の
強
化
対
策
を

市
内
企
業
の
移
転
や
閉
鎖
等
が
続
い

た
こ
と
を
受
け
、
企
業
立
地
支
援
チ
ー
ム
を

発
足
さ
せ
た
が
、
そ
の
構
成
と
活
動
内
容
、

成
果
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま

た
、
企
業
誘
致
対
策
強
化
に
つ
い
て
は
、
ど

う
考
え
る
の
か
。
さ
ら
に
、
企
業
立
地
支
援

チ
ー
ム
に
外
部
の
専
門
員
を
加
え
、
市
外
へ

の
幅
広
い
誘
致
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。

企
業
立
地
支
援
チ
ー
ム
は
、
企
画

財
政
部
政
策
企
画
課
内
で
、
３
名
の
職
員
を

専
従
と
し
、
市
内
企
業
へ
の
訪
問
活
動
を
中

答 問

男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
に

対
す
る
教
育
現
場
で
の
認
識
は

一
般
会
計
補
正
予
算
質
疑

　
一
般
会
計
補
正
予
算
質
疑
を
12
月
８
日
と
９
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
行
い
ま
し
た
。
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
が
、
市
議
会
だ
よ
り
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
質
疑
の
一
部
し
か
掲
載

で
き
ま
せ
ん
。
質
問
者
等
、
詳
し
い
内
容
は
、
南
館
１
階
情
報
ル
ー
ム
及
び
各
図
書
館
に
置
い

て
お
り
ま
す
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。（
い
ず
れ
も
２
月
中
旬
予
定
）

市
民
の
視
点
に
立
っ
た

サ
ー
ビ
ス
を

行
財
政
改
革
の
最
終
的
な
狙
い
は
、

市
民
満
足
度
の
向
上
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

証
明
書
発
行
業
務
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
フ

ロ
ア
で
す
べ
て
の
証
明
が
完
結
す
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
が
必
要
と
考
え
る

が
、
本
館
１
階
の
市
民
課
と
２
階
の
市
民
税

課
の
平
成
20
年
度
の
証
明
書
発
行
件
数
は
ど

れ
く
ら
い
か
。
ま
た
、市
役
所
は
最
大
の
サ
ー

ビ
ス
業
と
考
え
る
が
、
接
遇
研
修
は
誰
を
対

象
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
実
施
し
て
い
る

の
か
。

平
成
20
年
度
に
お
け
る
市
民
課
で
の

証
明
発
行
件
数
は
、
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑

証
明
を
合
わ
せ
て
約
23
万
５
千
件
、
市
民
税

課
で
は
、
所
得
証
明
、
納
税
証
明
、
固
定
資

産
に
関
す
る
証
明
を
合
わ
せ
て
約
５
万
５
千

件
で
あ
る
。
ま
た
、
接
遇
研
修
に
つ
い
て
は
、

新
規
採
用
職
員
を
対
象
に
、
必
要
な
知
識
を

身
に
つ
け
さ
せ
、
さ
ら
に
、
窓
口
職
場
を
対

象
に
職
場
単
位
研
修
も
実
施
し
て
お
り
、
今

後
、
非
常
勤
職
員
も
含
め
、
接
遇
能
力
向
上

と
意
識
改
革
を
図
っ
て
い
く
。

答 問
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市
議
会

だ
よ
り

留
守
家
庭
児
童
会
で
も
、
弾
力
性
の
あ
る
運

用
は
で
き
な
い
の
か
。

開
設
時
間
の
設
定
等
に
つ
い
て
は
、

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
制
度
が
導
入
に

至
っ
た
と
き
に
、
そ
の
勤
務
時
間
全
体
の
割

り
振
り
の
中
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

夏
休
み
に
限
定
し
た
留
守
家
庭
児
童
会
の
運

用
に
つ
い
て
は
、
長
期
休
業
中
、
一
時
的
に

児
童
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
施

設
規
模
や
指
導
員
確
保
、
年
間
利
用
を
も
と

に
算
定
し
て
い
る
留
守
家
庭
児
童
会
の
利
用

者
負
担
等
、
多
く
の
課
題
が
あ
る
た
め
、
現

時
点
で
の
受
け
入
れ
は
困
難
で
あ
る
が
、
今

後
、
保
育
所
等
で
の
学
童
ク
ラ
ブ
の
状
況
も

含
め
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

は
、
府
か
ら
、
公
共
目
的
で
の
利
用
を
条
件

に
払
い
下
げ
る
と
い
う
中
で
、
周
辺
の
状
況

を
踏
ま
え
、
総
合
的
な
視
点
に
立
つ
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
跡
地
も
含

め
て
、
今
後
と
も
、
将
来
に
禍
根
を
残
さ
な

い
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

こ
の
期
間
だ
け
、
話
し
相
手
や
買
い
物
、
炊

事
や
掃
除
な
ど
を
し
て
く
れ
る
よ
う
な
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
感
覚
で
取
り
組
ん
で
い

け
る
高
齢
者
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
制
度
を

導
入
し
て
は
ど
う
か
。

高
齢
者
が
地
域
の
中
で
生
活
し
て
い

く
た
め
に
は
、
助
け
合
い
、
支
え
合
い
が
不

可
欠
で
あ
る
。
高
齢
者
向
け
の
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
事
業
は
、
高
齢
者
及
び
介
護
す
る

家
族
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
援
助

会
員
が
支
援
を
行
う
も
の
で
、
地
域
の
つ
な

が
り
が
希
薄
な
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
の
事
業

は
、
豊
か
な
地
域
社
会
の
創
出
に
と
っ
て
、

意
義
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
事
業

内
容
に
よ
っ
て
は
、
高
齢
者
の
居
宅
内
で
の

実
施
が
主
と
な
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
、

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業
と
の
整
理
な

ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
例
市
を
参
考
に
、

研
究
し
て
い
き
た
い
。

子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ
く
り
に
関

す
る
施
策
の
推
進
が
必
要
と
考
え
る
が
、
留

守
家
庭
児
童
会
の
指
導
員
の
勤

務
シ
フ
ト
編
成
に
ゆ
と
り
を
持

た
せ
、
開
設
時
間
の
設
定
に
地

域
性
等
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
夏

休
み
に
限
定
し
た
留
守
家
庭
児

童
会
の
活
用
に
つ
い
て
、
民
間

で
は
、
保
育
所
を
利
用
し
た
学

童
ク
ラ
ブ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

答

問

留
守
家
庭
児
童
会
の

弾
力
性
あ
る
運
用
を

高
齢
者
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

制
度
の
導
入
を

高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
買
い
物
、
掃

除
、
洗
濯
な
ど
の
家
事
手
伝
い
の
サ
ー
ビ
ス

が
利
用
で
き
る
よ
う
な
高
齢
者
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
の
取
り
組
み
が
全
国
的
に
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
、
介
護
保
険
制
度

以
外
に
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
な
い
。
そ

こ
で
、
少
し
疲
れ
た
と
き
に
、
こ
の
日
だ
け
、

答

問

将
来
の
都
市
政
策
の
考
え
は

将
来
の
茨
木
の
都
市
像
に
つ
い
て
、

地
方
分
権
の
時
代
に
な
る
と
ソ
フ
ト
面
・

ハ
ー
ド
面
の
両
面
に
お
い
て
、
都
市
像
が
ど

う
あ
る
べ
き
か
が
大
事
な
問
題
で
あ
る
。
都

市
計
画
審
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
高
さ
制

限
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
市
の
認
識
は
ど
う
か
。
ま
た
、

阪
急
茨
木
市
駅
周
辺
の
府
営
住
宅
や
サ
ッ
ポ

ロ
ビ
ー
ル
跡
地
に
つ
い
て
、
将
来
の
見
通
し

は
ど
う
か
。

市
民
が
安
心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
は
、
周
辺
環
境
と

調
和
の
と
れ
た
市
街
地
形
成
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
、
高
さ
制
限
を
進
め
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
府
営
住
宅
の
跡
地
に
つ
い
て

答 問

公
共
施
設
の
使
用
料
の
改
定
に
つ
い

て
、
来
年
３
月
定
例
会
で
議
決
、
10
月
の
実

施
ま
で
、
周
知
期
間
を
半
年
間
と
し
て
い
る

が
、
10
年
に
一
度
と
い
う
大
改
定
を
市
民
に

知
ら
せ
な
い
の
は
、
市
民
参
加
に
反
し
て
い

る
。
年
明
け
に
は
市
民
に
素
案
を
示
し
、
６

月
定
例
会
に
提
案
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

が
ど
う
か
。
ま
た
、
国
で
も
、
政
策
決
定
過

程
へ
の
議
員
参
画
が
い
わ
れ
て
お
り
、
使
用

料
改
定
の
よ
う
な
事
業
仕
分
け
の
決
定
過
程

に
は
議
員
も
参
画
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。市

民
へ
の
素
案
の
提
示
は
、
来
年
２

月
初
め
ま
で
に
見
直
し
案
を
作
成
し
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
実
施
す
る
予
定
で
あ

る
。
平
成
22
年
３
月
定
例
会
に
上
程
し
、
半

年
後
の
10
月
か
ら
施
行
を
予
定
し
て
お
り
、

そ
の
期
間
に
お
い
て
、
市
民
周
知
に
努
め
て

い
く
。
な
お
、
今
回
の
検
討
部
会
は
、
外
部

委
員
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
、
改
定

に
当
た
っ
て
は
議
会
に
提
案
し
、
審
議
を
す

る
こ
と
か
ら
、
議
員
が
外
部
委
員
と
し
て
参

画
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
て

い
る
。

答 問

公
共
施
設
使
用
料
改
定
案
は

市
民
に
情
報
公
開
を

２日

８日
９日
10 日

11 日

15 日

17 日

幹事長会
議会運営委員会
本会議（初日）
本会議（２日目）
民生常任委員会
文教常任委員会
建設常任委員会
総務常任委員会
幹事長会
議会運営委員会
議会広報委員会
本会議（最終日）

議 会 日 誌

12  月
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３
館
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
高
齢
者
・
障
が

い
者
に
配
慮
し
た
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
指
導

要
綱
に
基
づ
き
、
施
設
の
改
善
・
改
修
を
進

め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
減
免
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
使
用
料
や
減
免
の
内
容
に

つ
い
て
全
庁
的
に
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
対
応
し
て
い
き
た
い
。

性
に
つ
い
て
は
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
、

積
極
的
な
参
加
を
促
す
よ
う
な
事
業
を
企
画

す
る
こ
と
が
重
要
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
の
研
修
や
人
材
育
成
を
図
り
、
市
民
文

化
の
向
上
が
図
れ
る
事
業
展
開
に
努
め
る
よ

う
要
請
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
市
民
参
加
型

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
実
施
も
推
進
し
て

い
き
た
い
。

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
へ

生
活
支
援
を

今
年
７
月
に
開
始
し
た
、
ひ
と
り
暮

ら
し
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
申
込
基
準
、

利
用
内
容
や
利
用
状
況
は
ど
う
か
。
ま
た
、

今
後
、
利
用
者
の
幅
を
広
げ
る
な
ど
の
工
夫

を
す
る
こ
と
も
重
要
と
考
え
る
。
本
市
に
お

い
て
も
高
齢
化
率
は
年
々
上
昇
し
、
独
居
者

の
割
合
、
要
介
護
者
数
も
増
加
す
る
中
で
、

ご
み
の
集
積
場
所
ま
で
持
ち
運
び
が
困
難
な

高
齢
者
や
要
介
護
者
の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
、
ご
み
の
個
別
収
集
の
取
り
組
み
を
し

て
は
ど
う
か
。

ひ
と
り
暮
ら
し
等
日
常
生
活
支
援
事

業
の
対
象
者
は
、
要
介
護
３
以
上
の
ひ
と
り

暮
ら
し
高
齢
者
等
で
、
市
民
税
非
課
税
の
方

と
し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
ご
み
出

し
、
季
節
の
衣
類
等
の
入
れ
替
え
、
窓
ガ
ラ

ス
や
網
戸
の
掃
除
、
庭
の
除
草
等
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
し
て
お

り
、
介
護
が
必
要
な
方
が
増
え
て
い
る
状
況

で
あ
り
、
ご
み
の
収
集
事
業
に
つ
い
て
も
、

現
在
の
社
会
情
勢
に
即
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
に
向
け
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

答 問

独
創
性
、
創
造
性
豊
か
な

文
化
政
策
を

市
民
の
芸
術
や
文
化
に
対
す
る
欲
求

が
多
様
化
し
て
い
る
中
、
本
市
文
化
振
興
財

団
で
は
、
主
催
事
業
で
さ
ま
ざ
ま
な
講
演
を

開
催
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
既
存
の
講

演
を
買
う
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。

企
画
の
独
創
性
や
創
造
性
が
重
要
と
考
え
る

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
は
ど
う
か
。

ま
た
、
市
民
が
主
体
的
に
参
加
し
、
か
か
わ

る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
な
ど
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

文
化
振
興
財
団
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

ジ
ャ
ン
ル
の
講
演
を
開
催
し
、
市
民
音
楽
団

体
と
の
共
催
事
業
も
行
い
、
市
民
の
文
化
活

動
を
支
援
し
て
い
る
。
ま
た
、
企
画
の
重
要

答 問

公
民
館
の
早
期
改
修
、

利
用
料
引
き
下
げ
を

公
民
館
の
改
修
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

に
つ
い
て
、
各
公
民
館
の
耐
震
改
修
工
事
の

計
画
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
な
ど
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
の
状
況
と
計
画
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
改
修
等
を
早
期
に
実
施
す

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
小
学

校
区
内
公
民
館
が
地
区
公
民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
統
合
さ
れ
る
な
か
、
公
民

館
登
録
団
体
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な

ど
公
民
館
以
外
の
施
設
を
利
用
し
た
場
合
に

減
免
を
適
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

耐
震
工
事
が
必
要
な
公
民
館
は
２
館

で
あ
り
、
財
政
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
、
適

切
な
時
期
に
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
く
。
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
公
民
館
は

答 問

エレベーターが設置されている三島地区公民館

障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
た
ち

の
居
場
所
づ
く
り
を

障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
の
居
場

所
、
特
に
、
放
課
後
や
夏
休
み
な
ど
の
長
期

休
業
中
に
つ
い
て
は
、
留
守
家
庭
児
童
会
や

放
課
後
子
ど
も
教
室
で
居
場
所
を
確
保
し
て

い
る
も
の
の
、
利
用
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
十

分
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
に
、
施
策
の

推
進
が
必
要
と
考
え
る
が
、
今
後
の
取
り
組

み
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
特
に
、

次
世
代
育
成
支
援
後
期
行
動
計
画
の
作
成

や
、
障
害
福
祉
計
画
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち

の
居
場
所
に
関
す
る
視
点
を
持
っ
て
進
め
る

答

問

べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
の
居

場
所
に
つ
い
て
、
今
後
の
取
り
組
み
に
か
か

わ
っ
て
、
次
世
代
育
成
支
援
後
期
行
動
計
画

の
作
成
に
際
し
て
は
、
障
が
い
を
持
つ
な
ど
、

配
慮
を
要
す
る
子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る
視

点
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の

中
で
、
居
場
所
づ
く
り
に
つ
い
て
も
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
障
害
福
祉

計
画
に
障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
へ
の
支

援
の
計
画
目
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
者
を
増
や
す
な
ど
の
基
盤
整

備
を
図
り
、
利
用
促
進
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。
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り

12
月
定
例
会
提
出
案
件
の
結
果

◆
茨
木
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
公
の
施
設
に
お
け
る
暴
力
団
利
益
排
除
の
た
め
の
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

　
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
市
税
条
例
の
全
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
い
の
ち
・
愛
・
ゆ
め
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
診
療
所
条
例
及
び
茨
木
市
立
豊
川
老
人
憩
い
の
家
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
全
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
山
手
台
東
町
地
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る

　
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
公
民
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
市
民
体
育
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
里
山
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
市
民
プ
ー
ル
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

◆
市
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

◆
工
事
請
負
契
約
締
結
に
つ
い
て(

公
共
下
水
道
柳
川
排
水
区
第
１
工
区
築
造
工
事)

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
５
号)

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
３
号)

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

11
月
臨
時
会
提
出
案
件
の
結
果

◆
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　【
原
案
可
決
】

　
平
成
21
年
第
７
回
臨
時
会
を
11
月
30
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　
こ
の
臨
時
会
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
１
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

平
成
21
年
度
補
正
予
算
を
可
決

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）　
25
億
１
７
４
６
万
４
千
円
の
追
加

◆
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）　
７
０
２
万
３
千
円
の
追
加

可
決
さ
れ
た
意
見
書

◆
心
の
こ
も
っ
た
緊
急
雇
用
対
策
を
求
め
る
意
見
書

◆
経
済
成
長
を
実
現
で
き
る
平
成
22
年
度
予
算
の
編
成
を
求
め
る
意
見
書

◆
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択
議
定
書
の
批
准
を
求
め
る
意
見
書

【
全
会
一
致
】

【
賛
成
者
多
数
】

【
全
会
一
致
】

請
　
　
願

◆
請
願
第
１
号
の
１
（
民
生
常
任
委
員
会
関
係
項
目
）

　
乳
・
幼
児
期
か
ら
学
童
期
ま
で
の
保
育
・
学
童
保
育
、
子
育
て
支
援
施
策
の
拡
充
を
求
め
る
こ

　
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

【
不
採
択
】

◆
請
願
第
１
号
の
２
（
文
教
常
任
委
員
会
関
係
項
目
）

　
乳
・
幼
児
期
か
ら
学
童
期
ま
で
の
保
育
・
学
童
保
育
、
子
育
て
支
援
施
策
の
拡
充
を
求
め
る
こ

　
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

【
不
採
択
】

◆
請
願
第
２
号

　
公
民
館
の
公
的
責
任
を
放
棄
す
る
「
民
営
化
計
画
」
を
中
止
し
て
市
民
の
た
め
に
役
立
ち
、
気

　
軽
に
利
用
で
き
る
な
ど
公
民
館
の
拡
充
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　 

【
不
採
択
】

　
12
月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、各
所
管
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
を
経
て
、

12
月
17
日
の
本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
を
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。




